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平成２１年度

予算編成方針説明会

平成２０年１１月１７日
西原町財政課

説明会の目的



2

１．国の動向

２．本町の財政状況

３．２１年度の収支見通し

４．留意事項

予算編成作業がスムーズに行え
るように次の内容を説明します。

１．国の動向
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借金残高
５４７兆円
（H19年度末現在）

国税
53.6兆円
（65%）

借金
25.3兆円
(30%)

省庁歳出
30.6兆円
(37%)

補助金
16.7兆円
(20%)

地方交付税
15.6兆円
(19%)

借金返済金
20.2兆円
(24%)

歳入（約83.1兆円） 歳出（約83.1兆円）

その他4.2兆円(5%)

国の予算（H20年度当初）

国の予算
３９％は、
自治体へ

国の歳出削減策は、
地方財政に大きな
影響を及ぼす

○国の借金残高H19 ５４７兆円程度

（家計に例えると年収４８０万円の世帯で４，６００万円の借
金を抱えていて、さらに今年２１６万円の借金を予定している
状態です）

↓

平成２０年度末には、 ５５３兆円の見こみ

○西原町の借金残高H19 ※約１０３億円

（残高を人口で割り、町民１人当たりの町の借金残高３０万円、
類似団体H１８平均３３万円と同額）

※一般会計のみの残高。町全体では１３９億円。
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国の予算編成方針

「基本方針２００６」に則り、最大限の
削減を行う

「経済財政改革の基本方針２００８」より

※「基本方針２００６」
財政健全化の取り組みとして、
平成２３年度までに約１１兆円から１４兆円の歳出
を削減する。
地方財政については、地方公務員人件費、地方単
独事業等の徹底した見直しを行うとしている。

２１年度地方財政全体の見通し
（総務省仮試算）

・ 地方税２．３％減

・ 地方交付税３．９％減

・ 一般財源総額は０．６％減

・ 歳出は、社会保障で増となる分、給与関係
経費(１．４％減)、投資的経費(３％減)を抑え、

総額は、８２．８兆円（前年度８３．４兆円）
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２１年度地方財政の課題

・ 少子高齢化に対応した地域福祉の充実、環境問題への
対応、新たな時代にふさわしい活力ある地域づくりの推進、
住民生活に密着した社会資本の整備等の財政需要に適切
に対応することが求められている。

・ 地方自治の本旨に基づき、多様で活力があり住民が安
全・安心に暮らせる分権型社会の実現のめ、国と地方が共
同して地方分権改革を総合的かつ計画的に推進していく必
要がある。

・ 「集中改革プラン」に明示した数値目標の達成に向け、同
プランに基づく取り組みを着実に実施し、更なる行財政改革
に取り組む必要がある。

２．本町の
財政状況
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財政指標（１９年度・県内４１市町村中）

・ 財政力指数・・・・・・・ ４位 （0.63）

・ 経常収支比率・・・・・１８位 （89.2）

・ 公債費負担比率・・・・１６位 （14.3）

・ 実質公債費比率・・・ ９位 （10.9）

※ 財政指標は、県内でもいい方だが、

今後控えている事業も多い。

・ 庁舎建設（１０億円）

・ 西地区区画整理事業（１０２億円）

・ 最終処分場建設負担金

・ 退職手当特別負担金

（今後５年間で、４２人／約２億２千万円）

今後計画されている主な事業
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基金残高（１９年度末）

財源不足を補てんする基金

（財政調整基金、減債基金）

３億９，０００万円

その他目的基金

（庁舎建設、福祉基金など）

１０億４，０００万円

合 計 １４億３，０００万円１４億３，０００万円１４億３，０００万円１４億３，０００万円

（Ｈ１８：１４億５，０００万円）（Ｈ１８：１４億５，０００万円）（Ｈ１８：１４億５，０００万円）（Ｈ１８：１４億５，０００万円）

３．２１年度の
収支見通し
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歳入 ９１億７，０００万円

・ 町税は伸び率を勘案し１，３００万円(0.4％)増

・ 地方交付税９，６００万円(5.0%)減

・ 臨時財政対策債は、増減なし

地方税
３０億８千万
33%

地方交付税
１８億１千万
20%

その他
１２億１千万
13%

地方債
６億
7%

国県支出金
２４億７千万
27%

歳出 ９５億７，０００万円

・ 扶助費で約７，５００万円(4.9%)増

・ 公債費で約５，６００万円(5.5%)増

・ 普通建設事業で９億１，０００万円（97.9％）減

人件費
１７億８千万
19%

扶助費
１６億
17%

公債費
１１億
11%

普通建設事業
１８億
19%

補助費
１１億
11%

繰出金
９億６千万
10%

その他
１２億３千万
13%
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歳入 ９１億７，０００万円

ー 歳出 ９５億７，０００万円

合計 △４億円

※事業計画ヒアリング実施前の数値であり、

あくまでも現段階の見込みである。

平成２１年度当初予算概算見込み

平成２１年度においては、多
額の収支不足になることが懸念
される。また、平成２１年度以
降は、庁舎建設や西地区区画整
理事業等、多額の経費を要する
事業も計画されていることから、
今後も厳しい財政運営は続くも
のと予想される。
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４．留意事項

予算要求に当たっては、予算編
成方針に必ず目を通すこと。

また１１月より実施する事業計
画調書ヒアリングで確認した内容
を予算に反映すること。
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１）財源の確保

・ 保育料の見直し

・ 町税、給食費、保育料等の
徴収体制の強化

（H１９滞納繰越額３億円）

２）人件費の要求基準

・ １１月１日現在の現員を計上
（総務課資料に基づき入力すること）

・ 時間外勤務手当は、平成２０
年１１月１日現在における予算
現額以下を計上すること。
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３）経常的経費の要求基準

・ 経常的経費については、２０
年度当初予算計上額以下で要
求すること。

・ 需用費については、平成２０
年度当初予算計上額１０％減で
要求すること。

４）投資的経費の要求基準

・ 事業計画調書に基づき計上
すること。

・ 単独事業については、優先順
位をつけ調整できるようにしてお
くこと。
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５）廃止及び見直しの事務事業

・ 事業計画調書ヒアリングで廃
止と確認した事務事業は、計上
しないこと。

・ 見直しとなった事務事業につ
いても予算に反映すること。

６）負担金補助金の見直し

・ 負担金は町村会等の決定通
知に基づき計上すること。

・ 各種団体補助金は、「西原町
補助金の交付に関する規則」の
交付基準に基づき計上すること。
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７）特別会計及び公営企業会計

・ 一般会計に準じて要求すること。

・ ２０年度決算から、特別会計等を含
めた町全体の会計に対し、財政健全化
法が適用されることから、これまで以上
に財政の健全化に向け努力すること

８）要求及び根拠資料提出期限

・ 平成２０年１２月８日（月）ま
でとする。
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12/9～～～～12/26 予算見積書チェック（財政課）
↓

1/7～～～～1/21 １次査定（財政課長）
↓

1/22～～～～2/4 ２次査定（副町長、財政課長）
↓

2/5～～～～2/13 町長査定
↓

3/2 予算書印刷
↓

３月上旬 予算（案）議会へ上程

その他、追加方針等
については、随時通
知いたします。


